
参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月25日 （木）
真山勇一（民進）

1問賃貸借契約に伴う保証人の保証手続について，公正
証書は必要であるか，また，孤独死， 自殺等に伴ﾉう物
件価値の穀損，長期にわたる空室や家賃下落に伴う逸
失利益等の請求は保証の範囲に含まれるのかなど，保
証人の保証範囲について，法務当局に問う。 ．

ソ

（答）

1公正証書作成が必要でないこと ・

○ 改正法案では，公証人による保証意思の確認手続を新設し
ているが，その対象は，事業のために負担した「貸金等債務」
（金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担す
る債務）を主債務とする保証契約とされている（第465条
の6） 。

このため，貸金等債務には該当しない，賃貸借契約におけ
る賃借人の債務を主債務とする保証契約は，その対象とはな
らない。

したがって，賃借人の賃貸人に対する債務を主債務とする
保証契約については,公正証書の作成は必要でない。

{○2保証の範囲
次に,賃貸借契約に伴う保証における被担保債権の範囲は，
個別具体的な契約によって異なるが,例えば，不動産の賃借
人が賃貸人に対して負担する賃料債務その他の賃貸借から生
ずる一切の債務を主債務とする根保証契約が締結された場合
には，一般に，賃借人の負う賃料債務のほか，賃借人が賃貸
人に対して負う損害賠償債務についても含まれることになる
と考えられる｡

したがって,個別の事情によると考えられるが，例えば，
賃借人が賃借物件の内部で自殺し,それが契約違反に当たり，
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賃借人に損害賠償債務が生じていたと認められる事案につい
ては，保証人はその損害賠償債務について責任を負うことに
なるものと解され，その賠償の範囲についても物件価値の穀
損分等が損害として認められることもあり得るものと考えら
れる（注1） （注2） （注3) 。

I

極度額に関する規定による保証人の保護 ノ 『
なお，改正法案においては〉保証人が個人である根保証契
約については，保証人が契約時には予想していなかった過大
な責任を負うリスクがあることから，賃借人の債務を主債務
とする根保証契約を含めて，主債務の種別を問わず,極度額
を定めなければ効力を生じないなどとしている（第465条
の2） 。

この改正点は，お尋ねの賃貸借契約に伴う保証人の責任に
ついて，限定する機能を果たすことが期待されているところ
である。

3

○

(注1） 裁判例の中には，賃貸物件内で自殺者が出た場合に，第三者
が心理的嫌悪感等を抱くために賃貸ができず，又は賃料を減額せ
ざるを得なかったことを理由にj保証人に対して賃料相当額の損
害賠償が請求されているものもある。

(注2）賃借人が賃借物件の中で自殺した場合において，賃貸人が，賃
借人の債務の一切を保証する保証人に対し,賃借人の自殺によっ
て生ずる損害につき保証債務の履行を求める事案においては，賃
借人の死亡時には具体的な損害の額が判明しておらず，賃借人の
死亡後相当期間が経過してからその額が判明するものがある｡
改正法案においては，個人根保証契約は，主債務者の死亡によ
り，その主債務の元本が確定することとしているため（第465
条の4第1項第3号） ，個人根保証契約に該当する賃借人の債務
の一切を主債務とする保証契約の元本は,賃借人がその賃借物件
で自殺した場合には，死亡時に確定することとなる。
もっとも，根保証契約における元本の確定とは，元本確定事由
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の発生した後に生じた債務について保証人は責任を負わないこと
を意味しており,その事由の発生時に既に生じていた債務につい
ては，保証人は責任を負うこととなる。そのため，元本確定事由
の発生時までに損害賠償債務自体が生じていたのであれば,元本
の確定後にその具体的な額が判明したとしても,保証人はj責任
を負うこととなる。 ・

以上を前提とすると，賃借人の自殺が契約違反に当たり，賃借
人に損害賠償債務が生じていたと認められる事案については》元
本確定事由である賃借人の死亡の時までに損害賠償債務自体が既
に発生しているといえるから， 自殺物件として賃貸が困難となっ
た損害を始めとしてその死亡後に判明した損害も含め，保証人は

○ 責任を負うことになるものと解される。
(注3）賃借人の死亡の原因が自然死や他殺である場合には，債務者で
セス儘鮭A"､害恥,ｧ,属すべ麦事由に上る債務不履行とはいえず，ある賃借人の責めに帰すべき事由による債務不履行とはし
椙害賠償債務が発生しないことが多いものと考えられる。損害賠償債務が
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月25日 （木）
真山勇一（民進）

2問敷金の金額について,適正かどうかを判断する指針
はあるのか,法務当局に問う。

（答）

1 敷金に関する規律の明文化

敷金の返還をめぐっては，例えば,敷金をいつ返還するの

か，あるいは， どのような範囲で返還するのかといった紛争
が, 日常的に極めて多数生じている。

○と 謡欝I溌ず:蕊鱒呈震蕊雛
いては,判例に従い（注3） ，賃貸借が終了して目的物が返
還された時に敷金返還債務が生ずるなどとしている。さらに，
返還すべき敷金の額についても，判例に従い（注3） ，賃貸
物の返還完了の時に,受け取った敷金の額からそれまでに生
じた被担保債権の額を控除した残額につき発生するなどとし
ている（第622条の2第1項） 。
2敷金の額に関する規律

これに対し，改正法案では，敷金の金額に関しては特段の

規律を置いておらず，契約自由の原則（第521条第2項)
:○の下での当事者間の合意に委ねている。

もっとも，個別の事案によっては，敷金に関する合意の目
的や経緯，賃料その他の取引条件等の諸事情に照らして，過
大な敷金の金額を定めた部分が，公序良俗に反すると認めら
れて無効とされることは，あり得るものと考えられる｡
そのような場合には，賃借人は，敷金の定めが無効とされ
た範囲で,交付した金銭の返還を求めることができることに
なる。

一

(注1）敷金の定義について，判例（大判大正15年7月12日）は，

－1－
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「 竪塞． 》雨

貢調

■■

ト解スルヲ相當トス」 と判示している。

(注2）賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務とし

ては，賃料債務のほか，賃貸借終了後賃貸物を現に返還するまでに

生ずる損害金の支払債務用法遵守義務違反によって賃貸人に損害

が生じた場合の損害賠償債務などがある。‘
(注3） 賃貸借が終了した場合における敷金返還債務の発生時期及び

範囲について，判例(最判昭和48年2月2日）は， 「家屋賃貸借
における敷金は，賃貸借存続中の賃料債権のみならず,賃貸借終了

後家屋明渡義務履行までに生ずる賃料相当損害金の債権その他賃貸

借契約により墳貸人が貸借人に対して取得することのあるべき一切
の債権を担保し，賃貸借終了後，家屋明渡がなされた時において，

それまでに生じた右の一切の被担保債権を控除しなお残額があるこ

とを条件として，その残額につき敷金返還請求権が発生するものと

解すべき」 と判示している。 ．

○
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改正法 現行
■ ｡

（契約の締結及び内容の自由） ． ・
｡ ●●

第五百二十一条何人も、法令に特別の

定めが
－

方苛ス退会を除き
－

麺約葬-3一ろか．

どうかを自由に決定することができる

0

2契約の当事者は､法令の制限内にお
1,,-で 池

'_とができる。

内容葬白南に辨市すろこ

(新設）
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第六百二十二条の二賃貸人は、敷金（
缶
ａ
？
し'､かなる名目によるかを問わず､賃料
借藩その他の曾皆借に某づいて生ずる

(新設）
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対法尭誉(木）平成29年5月25日
真山勇一（民進）

3問 ｢通常損耗」及び「経年変化」の定義は何か，法務
当局に問う。

（答）

1定義

改正法案においては,従来の確立した判例･実務を踏まえ，
通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗,すなわち，

通常損耗や，賃借物の経年変化については,賃借人は原状回

む■雷雲負わないことを明文化することとしている (第6，
このうち「通常損耗」 とは，賃借人の通常の使用により生

ずる賃借物の損耗等（注1）を意味し， 「経年変化」 とは,
年数を経ることによる賃借物の自然的な劣化叉は損耗等を意
味するものである。

もっとも，いずれにしても賃借人が原状回復をすべきもの
ではないこともあり， ある特定の損傷等が両者のうちいずれ

に当たるのかを厳密に区別することは実益に乏しいと考えら
れる（注2） （注3） 。

2 具体例

C これらの概念については，例えば賃貸期間がどの程度であ
つ-たか， どのような物件が対象であるかといった具体的な事
実関係によるところもあり,必ずしも一般化できない面があ
るが，例えば，家具の設置によって床のカーペットが若干へ

． I

こんだというようなケースが「通常損耗」に当たると考えら

れる。また， 日照等による床や壁紙の変色などは「経年変化」
に当たると考えられる。他方で，たばこのヤニやペットによ

って付けられた傷などは「通常損耗」にも「経年変化」にも

該当しないと考えられる。

－1－
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凸
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(注1）損耗又は穀損を意味する。広辞苑よると「損耗」は「へること。
へらすこと｡ 」を意味し， ｢殴損」は， 「物をこわすこと。物が
こわれること。 」を意味する。

(注2）最判平成17年12月16日，横浜地判平成21年9月3日，
東京地判平成25年11月8日参照。

(注3）平成23年8月国士交通省住宅局作成の｢原状回復をめぐるト
、 ラブルとガイドライン（再改訂版） 」及び「賃貸住宅標準契約書
（改訂版）」においては， 「賃借人の故意・過失，善管注意義務
違反，その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等」

建物・設備等の自然的な劣化9損耗証は賃借人の負担であるが， 「
雪借人の通常の使用により生ずる損耗等（進等(経年変化)一及び

常損耗)｣は賃貸人の負担となる旨の基本的な指針が示され， こ
れに基づいて賃貸借の実務は運用されている｡また，裁判実務に
おいても，おおむね同様の基準に従った判断が示されている。

○

C

。
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改正法

｡ ■ ●P

現行

第

(賃借人の原状回復義務）
｛
ハ
、百二十一条 賃借人は、賃借物を受

け取った後にこれに生じた損傷 (通常

の使用及び収益によって生じた賃借物

の損耗並びに賃借物の経年変化を除く
｡

OG

今 や

以下この条において同じ。 ） 力
z

■

q

§ある

場合において、賃貸借が終了したとき

は
ｰ

フ

、
．
◎

その損傷を原状に復する義務を負

ただし、その損傷が賃借人の責め

に帰することができない事由によるも

のであるときは、この限りでない ◎

(新設）
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月25日 （木）
真山・勇一（民進）

4問賃貸借契約期間の上限が20年から50年に変更さ
れた理由について，法務当局に問う。

(答） ′

現行法第604条は，賃貸借の存続期間の上限を20年と
定めており， 当事者の合意があってもそれより長い期間の賃
貸借契約をすることができない（注） 。これは,存続期間が
長期である賃貸借を一般的に認めてしまうと賃貸物の損傷や
劣化が顧みられない状況が生じ，国民経済上の問題があると
の趣旨に基づくものである｡
しかしタ現代社会においては，例えば，ゴルフ場の敷地に
利用するための土地の賃貸借などのように，存続期間を20
年以上とする現実的なニーズがあるにもかかわらず， この規
定が障害となって，存続期間を20年とする賃貸借契約を締
結せざるを得ず, 20年の経過後に改めて再契約をするとい
う不安定な契約実務を強いられているとの指摘がされている。
そこで，改正法案においては,物権である永小作権の存続
期間の上限が50年と定められていること （現行第278条
第1項） との均衡等も考慮し，賃貸借の存続期間の上限を5
0年に伸長することとしている。

｢、
～一

一

(－ (注）特別法ではその例外規定が設けられており，借地借家法は，建物
所有目的の土地賃貸借（第3条）及び建物賃貸借（第29条）につ
いて存続期間の上限は設けないこととしている。また，農地法は，
農地及び採草放牧地について存続期間の上限を50年としている(第
19条） 。

｜

ノ

(参照条文)．

、

－1－

改正法 現行

(賃貸借の存続期間）

第六百四条賃貸借の存続期間は， 五一

(賃貸借の存続期間）
● の

第六百四条賃貸借の存続期間は，
一

一
一
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±雲を超えることができない。契約
でこれより長い期間を定めたときで

あっても，その期間は，五十年とす

る 。
● 6

‐ ｡

2 賃貸借の存続期間は，更新するこ

とができる。ただし，その期間は，

更新の時から五十毛を超えることが

できない。

(永小作権の存続期間）
e ● '

第二百七十八条永小作権の存続期間

は ,． 二十年以上五十年以下とする。

設定行為で五十年より長い期間を定．

めたときであっても
U

〈

五一卜年とする。 ，

293 （略）

， その期間は，

土生を超えることができない｡契約

でこれより長い期間を定めたときで

あつ．ても，その期間は，三十年とす

る 。 ｡ ．

面 ｡

2 賃貸借の存続期間は，更新するこ

とができる。ただし，その期間は，

更新の時から二土星を超えることが
0

できない。

(同左）
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対法鍵誉平成29年5月25日 （木）
真山勇一（民進） ・

のように周知するの刀：

する周知徹底はどのよ
ザルか防ぐ、のか瀧落

（答）

： 1 周知の必要性に対する認識

0．蕊 I=',蔑篁震震鰯熊震
得るものであるから，法律として成立した後はjその見直し
の内容を国民に対して十分に周知する必要があると考えてい
る。

周知方法

具体的な周知方法については，国会における審議の結果や
各種関係団体等を含めた国民からの意見も踏まえつつ,今後
検討していくが，例えば，全国各地での説明会の開催やシ法
務省ホームページのより一層の活用,分かりやすい解説の公
表などを想定している。

いずれにせよ，法務省としては,改正法が適切に施行され
るよう，国民各層に対して効果的な周知活動を行う所存であ
る。

なお，委員御指摘の賃貸借については，一般国民に身近な
契約であり,様々なトラブルも生じ得る契約であることから， ‘
今回の改正を踏まえた周知の必要は特に高いものと考えてい
る。

このような観点も含め，効果的な周知活動の在り方につい
)ては，国土交通省及び関係諸機関（注)‐ども協力しつつ適切
に対処してまいりたい。

2

1

C

－1－



(注）公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会，公益社団法人全日
本不動産協会，公益社団法人日本賃貸住宅管理協会

a

(参考）改正法案附則

（施行期日）

§一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日から施行する｡ただし､次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一附則第三十七条の規定公布の日

二附則第三十三条第三項の規定公布の日から起算して一年を超えな
い範囲内において政令で定める日
=r RH日II笹一＋一条篭一項乃ぴ篭三項の規定公布の日から起算して

第一条

附則第二十一条第二項及び第三項の規定公布の日三

○
凸

二年九月を超えない範囲内において政令で定める日

ハ

〆一

し
へ

１
１

1
1、
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月25日（木）
真山勇一（民進）

6問改正された民法をいかに広く国民に周知するのか，
法務当局に問う。

（答）

1周知の必要性に対する認識
改正法案は,民法のうち債権関係の諸規定を全般的に見直
すものであり，国民の日常生活や経済活動に広く影響を与え

得るものであるから，法律として成立した後は，その見直し

○弩亨容を国民に対して十分に周知する必要があると考えてい
2周知方法 → ′

具体的な周知方法については，国会における審議の結果や
各種関係団体等を含めた国民からの意見も踏まえつつ,今後

検討していくが，例えば，全国各地での説明会の開催や，法
、務省ホームページのより一層の活用，分かりやすい解説の公
表などを想定している。

法務省としては，改正法が適切に施行されるよう，国民各
層に対して効果的な周知活動を行う所存である｡
なお,保証に関する改正をはじめとして，消滅時効や定型
約款等，一般の国民に対して影響が大きい個別のテーマにつ
いては，国民生活のうち具体的にどのような場面に影響があ
るかを踏まえつつ,各テーマ別に周知方法を工夫することが，

効果的な周知に当たっては，肝要であるものと考えられる。
このような観点も含め,効果的な周知活動の在り方につい

て関係諸機関とも協力しつつ検討してまいりたい。
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(対屏司･副大臣｡政務官）
5月25日（木）参・法務委

民事局作成

真山勇一議員（民進）
、

7問改正された民法をいかに広く国民に周知するの
か，法務大臣に問う。

１
ｒ

〔結論〕

・ 改正法案は,民法のうち債権関係の諸規定を全般的に

見直すものであり，国民の日常生活や経済活動に広く影

響を与え得るものであるから,その見直しの内容を国民

○に対して十分に周知する必要があると考えている｡
特に，改正法案に関する国会の審議の過程においてゥ

様々な懸念も示されゥその対応策として周知が重要であ

るとの指摘などもいただいたものと認識している（注)。

具体的な周知方法については,先ほど民事局長が述べ
たとおりであるが,法律として成立した後は，法務省全

体として，利用可能なリソースを広く活用し，改正法が

■

適切に施行されるよう,国民各層に対して効果的な周知

活動を行う所存である｡
“
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(注）例えば,消費貸借契約における期限前弁済の場合の損害賠償規定な
どである。

ヨ

【責任者:民事局筒井民事法制管理官内線■■携帯電話一
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